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奈良市告示第162号
　平成26年奈良市議会３月定例会において成立した次に掲
げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第219
条第２項の規定により別紙のとおり公表します。
　平成26年３月24日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　平成25年度奈良市一般会計補正予算（第５号）
２　平成25年度奈良市下水道事業費特別会計補正予算
（第２号）
３　平成25年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算
（第３号）
４　平成25年度奈良市土地区画整理事業特別会計補正
予算（第３号）
５　平成25年度奈良市駐車場事業特別会計補正予算
（第２号）
６　平成25年度奈良市後期高齢者医療特別会計補正予
算（第１号）
７　平成25年度奈良市病院事業会計補正予算（第２号）

８　平成25年度奈良市都祁水道事業会計補正予算（第
４号）
９　平成25年度奈良市月ヶ瀬簡易水道事業会計補正予
算（第２号）

平成25年度奈良市一般会計
補正予算（第５号）　　　

　平成25年度奈良市の一般会計補正予算（第５号）は、次
に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ
447,719千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ125,446,053千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表
　歳入歳出予算補正」による。
（継続費の補正）
第２条　継続費の変更は、「第２表　継続費補正」による。
（繰越明許費）
第３条　地方自治法第213条第１項の規定により繰り越し
て使用することのできる経費は、「第３表　繰越明許費」
による。
（債務負担行為の補正）
第４条　債務負担行為の追加及び廃止は、「第４表　債務
負担行為補正」による。
（地方債の補正）
第５条　地方債の変更は、「第５表　地方債補正」による。
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平成26年公示１６２号

計補正額補正前の額項款
千円千円千円

51,166,427△700,00051,866,427１．市 税

25,804,803△235,59326,040,396１．市 民 税

18,832,965△447,68119,280,646２．固 定 資 産 税

3,160,903△16,7263,177,629８．都 市 計 画 税

370,000290,00080,000５．株 式 等 譲 渡　　所 得 割 交 付 金 
370,000290,00080,000１．株 式 等 譲 渡　　所 得 割 交 付 金
190,839△49,161240,00010．地方特例交付金

190,839△49,161240,000１．地方特例交付金

15,810,2936,37915,803,91411．地 方 交 付 税

15,810,2936,37915,803,914１．地 方 交 付 税

1,376,855△9,8891,386,74413．分 担 金 及 び　　負 担 金
1,363,720△9,8891,373,609２．負 担 金

21,691,833△146,91621,838,74915．国 庫 支 出 金

17,981,446△34,00018,015,446１．国 庫 負 担 金

1,001,92663,569938,357２．国 庫 補 助 金

第１表　歳入歳出予算補正
　歳　入
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補 正 後補 正 前
事業名項款

年割額年度総　額年割額年度総　額
千円平成千円千円平成千円

固定資産
路 線 価
付設業務

徴税費総務費

20,9672420,96724
年度年度

平成平成
60,93425109,98160,93425109,201

年度年度

平成平成
28,0802627,30026

2,589,131△176,4852,765,616４．国 庫 交 付 金

5,822,790△154,9325,977,72216．県支出金

4,282,8465,1754,277,671１．県 負 担 金

1,388,746△109,1071,497,853２．県 補 助 金

124,057△51,000175,057３．県 委 託 金

2,163,372△254,6002,417,97221．諸収入

200,985△178,000378,985１．延滞金・加算金　　及 び 過 料

1,266,985△80,0001,346,985３．貸付金元利収入

691,9923,400688,592４．雑 入

16,814,300571,40016,242,90022．市 債

16,814,300571,40016,242,900１．市 債

125,466,053△447,719125,913,772歳 入 合 計

　歳　出
計補正額補正前の額項款

千円千円千円

15,467,137△39,14415,506,281２．総 務 費

12,189,286103,00012,086,286１．総 務 管 理 費

1,325,780△26,1441,351,924２．企 画 費

279,595△116,000395,595５．選 挙 費

50,764,867△235,49751,000,364３．民 生 費

20,510,369△54,76620,565,135１．社 会 福 祉 費

16,653,704△183,11416,836,818２．児 童 福 祉 費

13,541,5752,38313,539,192３．生 活 保 護 費

10,761,935△37,30010,799,235４．衛 生 費

1,992,661△50,5002,043,161１．保 健 衛 生 費

1,842,21223,2001,819,012２．保 健 所 費

5,555,546△10,0005,565,546３．清 掃 費

539,35334,800504,553６．農林水産業費

539,35334,800504,553１．農 林 費

1,470,888△80,0001,550,888７．商 工 費

1,470,888△80,0001,550,888１．商 工 費

1,235,01947,2911,187,728８．観 光 費

1,235,01947,2911,187,728１．観 光 費

10,135,397△744,56910,879,966９．土 木 費

2,752,28263,7342,688,548２．道 路 橋 梁 費

343,166△99,000442,166３．河 川 費

6,436,250△733,8037,170,053４．都 市 計 画 費

409,48624,500384,986５．住 宅 費

12,355,101606,70011,748,40111．教 育 費

2,738,088△27,3002,765,388１．教 育 総 務 費

2,150,304464,5001,685,804２．小 学 校 費

2,381,84323,0002,358,843３．中 学 校 費

1,034,737139,000895,737４．高 等 学 校 費

1,613,7287,5001,606,228５．幼 稚 園 費

125,466,053△447,719125,913,772歳 出 合 計

第２表　継続費補正
　１．変更分
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金額事業名項款
千円

363,498２．総 務 費

190,302庁 舎 等 施 設 整 備 事 業１．総 務 管 理 費

103,000ス ポ ー ツ 施 設 整 備 事 業

1,696交 通 環 境 整 備 経 費２．企 画 費

68,500文 化 振 興 施 設 整 備 事 業

625,907３．民 生 費

9,000環 境 改 善 施 設 整 備 事 業１．社 会 福 祉 費

616,907児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業２．児 童 福 祉 費

18,000４．衛 生 費

12,000保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業１．保 健 衛 生 費

6,000クリーンセンター建設計画
策 定 経 費

３．清 掃 費

4,700６．農 林 水 産 業 費

4,700治 山 費１．農 林 費

93,077８．観 光 費

1,304奈良のシカ生息状況調査経費１．観 光 費

91,773観 光 施 設 整 備 事 業

1,215,742９．土 木 費

800公営住宅明渡請求訴訟経費１．土 木 管 理 費

31,000道 路 ス ト ッ ク 調 査 経 費２．道 路 橋 梁 費

457,000道 路 橋 梁 新 設 改 良 事 業

4,714河 川 維 持 補 修 経 費３．河 川 費

82,428河 川 堤 防 改 修 事 業

4,620歴史的風致維持向上計画
策 定 経 費

４．都 市 計 画 費

580,680街 路 事 業

30,000公 園 事 業

24,500公 営 住 宅 整 備 事 業５．住 宅 費

32,10610．消 防 費

32,106消 防 施 設 整 備 事 業１．消 防 費

2,300,56911．教 育 費

979,200小 学 校 施 設 整 備 事 業２．小 学 校 費

870,356中 学 校 施 設 整 備 事 業３．中 学 校 費

139,000高 等 学 校 施 設 整 備 事 業４．高 等 学 校 費

279,500幼 稚 園 施 設 整 備 事 業５．幼 稚 園 費

3,750指 定 文 化 財 補 助 経 費６．社 会 教 育 費

5,400世界遺産包括的保存管理
計 画 策 定 経 費

21,000社 会 教 育 施 設 整 備 事 業

2,363給 食 設 備 整 備 経 費７．保 健 体 育 費

45,26012．災 害 復 旧 費

23,600農林業用施設災害復旧事業１．農林水産業施設　　災 害 復 旧 費

21,660土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業２．土 木 施 設　　災 害 復 旧 費

4,698,859合　　　　　　　　　　　　　　計

年度年度

平成

9,953

7,000
平成
24
年度

9,953
都市計画
マスター
プ ラ ン
策 定

都　市
計画費土木費

7,00024
年度

平成
2,00025

2,953
平成
25
年度

年度

平成
95326

年度

第３表　繰越明許費
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第４表　債務負担行為補正
　１．追加分

限　　　度　　　額期　間事　　　　　　　　　項

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市済美地域
ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市柳生地域
ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市とみの里
地域ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市右京地域
ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市帯解地域
ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市朱雀地域
ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市東市地域
ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市左京地域
ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市青和地域
ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市佐保川地域
ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市辰市地域
ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市月瀬地域
ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市西大寺北
地域ふれあい会館の管理に要する経費

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

平成26年度から
平成30年度まで

指定管理者による奈良市佐保台地域
ふれあい会館の管理に要する経費

　２．廃止分
限　　　度　　　額期　間事　　　　　　　　　項

千円平成25年度から
平成26年度まで新斎苑環境評価業務委託 60,000

第５表　地方債補正
　１．変更分

限　　　度　　　額
起　債　の　目　的

補　正　後補　正　前
千円千円

文化振興施設整備事業 45,90040,500

78,60010,000スポーツ施設整備事業

609,600536,800福 祉 施 設 整 備 事 業

−7,000環 境 改 善 事 業

69,30035,400保健衛生施設整備事業

105,40070,600土 地 基 盤 整 備 事 業

112,600334,600観 光 施 設 整 備 事 業

1,213,6001,198,500道 路 事 業

141,000190,500河 川 事 業

694,5001,096,300都 市 計 画 事 業

18,3005,800公 営 住 宅 建 設 事 業

2,150,5001,821,900義務教育施設整備事業

96,7006,000高等学校施設整備事業

328,100120,400幼 稚 園 施 設 整 備 事 業

2,471,6002,090,000退 職 手 当

16,814,30016,242,900計

平成25年度奈良市下水道事業費
特別会計補正予算（第２号）　

　平成25年度奈良市の下水道事業費特別会計補正予算（第
２号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ85,800
千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
8,651,943千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表
　歳入歳出予算補正」による。
（繰越明許費）
第２条　地方自治法第213条第１項の規定により繰り越し
て使用することのできる経費は、「第２表　繰越明許費」
による。
（地方債の補正）
第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。
（一時借入金）
第４条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時
借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。
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金　　額事　　業　　名項款
千円

365,200１．下水道事業費

273,100下 水 管 渠 布 設 事 業２．下 水 管 渠 費

45,000下 水 処 理 場 整 備 事 業

47,100大和川流域下水道整備事業３．大和川流域下水
　　道整備事業費

111,300２．農業集落排水
　　事 業 費

1,300農 業 集 落 排 水 処 理
施 設 維 持 補 修 経 費１．農業集落排水費

110,000農業集落排水施設整備事業２．農業集落排水施
　　設 整 備 費

476,500合　　　　　　　　　　　　　　　　計

第１表　歳入歳出予算補正
　歳　入

計補正額補正前の額項款
千円千円千円

319,19840,050279,148３．国 庫 支 出 金

319,19840,050279,148１．国 庫 交 付 金

2,542,49730,9502,511,547６．繰 入 金

2,539,64730,9502,508,697１．一般会計繰入金

1,838,70014,8001,823,900８．市 債

1,838,70014,8001,823,900１．市 債

8,651,94385,8008,566,143歳　　入　　合　　計

　歳　出
計補正額補正前の額項款

千円千円千円

4,022,727△24,2004,046,927１．下 水 道 事 業 費

3,056,92762,9002,994,027１．下水道費

857,400△54,000911,400２．下水管渠費

108,400△33,100141,500３．大和川流域下水　　道整備事業費

367,716110,000257,716２．農 林 集 落 排 水　　事 業 費
265,100110,000155,100２．農業集落排水　　施 設 整 備 費

8,651,94385,8008,566,143歳　　出　　合　　計

第２表　繰越明許費

第３表　地方債補正
　１．変更分

限　　　度　　　額
起　債　の　目　的

補　正　後補　正　前
千円千円

1,838,7001,823,900下 水 道 事 業

1,838,7001,823,900計

平成25年度奈良市国民健康保険
特別会計補正予算（第３号）　

　平成25年度奈良市の国民健康保険特別会計補正予算（第
３号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ53,066
千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
37,248,857千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表
　歳入歳出予算補正」による。

第１表　歳入歳出予算補正
　歳　入

計補　正　額補正前の額項款
千円千円千円

2,319,62953,0662,266,563９．繰 入 金

211,52953,066158,463２．基 金 繰 入 金

37,248,85753,06637,195,791歳　　入　　合　　計

　歳　出
計補　正　額補正前の額項款

千円千円千円

3,952,69653,0663,899,630７．共同事業拠出金
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3,952,69653,0663,899,630１．共同事業拠出金

37,248,85753,06637,195,791歳　　出　　合　　計

平成25年度奈良市土地区画整理　
事業特別会計補正予算（第３号）

　平成25年度奈良市の土地区画整理事業特別会計補正予算
（第３号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ
28,990千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ1,447,190千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表
　歳入歳出予算補正」による。
（繰越明許費）
第２条　地方自治法第213条第１項の規定により繰り越し
て使用することのできる経費は、「第２表　繰越明許費」
による。
（地方債の補正）
第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。

第１表　歳入歳出予算補正
　歳　入

計補　正　額補正前の額項款
千円千円千円

24,910△7,79032,700１．国 庫 支 出 金

24,910△7,79032,700１．国 庫 交 付 金

420,400△21,200441,600４．市 債

420,400△21,200441,600１．市 債

1,447,190△28,9901,476,180歳　　入　　合　　計

　歳　出
計補　正　額補正前の額項款

千円千円千円

427,139△9,000436,139　　西 大 寺 駅 南
１．地区土地区画
　　整 理 事 業 費

427,139△9,000436,139
　　西 大 寺 駅 南
１．地区土地区画
　　整 理 事 業 費

191,510△19,990211,500　　JR奈 良 駅 南
２．地区土地区画
　　整 理 事 業 費

191,510△19,990211,500
　　JR奈 良 駅 南
１．地区土地区画
　　整 理 事 業 費

1,447,190△28,9901,476,180歳　　出　　合　　計

金　　額事　　業　　名項款
千円

136,100　　西 大 寺 駅 南
１．地区土地区画
　　整 理 事 業 費

136,100西 大 寺 駅 南 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業

　　西 大 寺 駅 南
１．地区土地区画
　　整 理 事 業 費

40,400　　JR奈 良 駅 南
２．地区土地区画
　　整 理 事 業 費

40,400J R 奈 良 駅 南 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業

　　JR奈 良 駅 南
１．地区土地区画
　　整 理 事 業 費

176,500合　　　　　　　　　　　　　　　　計

限　　　度　　　額
起　債　の　目　的

補　正　後補　正　前
千円千円

306,500315,500西 大 寺 駅 南 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業

113,900126,100J R 奈 良 駅 南 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業

420,400441,600計

第２表　繰越明許費

第３表　地方債補正
　１．変更分

平成25年度奈良市駐車場事業
特別会計補正予算（第２号）

　平成25年度奈良市の駐車場事業特別会計補正予算（第２
号）は、次に定めるところによる。
（歳入予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額を補正することなく、歳入予
算の款・項のみを補正する。
２　歳入予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金
額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第１表　歳入予
算補正」による。
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第１表　歳入予算補正
　歳　入

計補　正　額補正前の額項款
千円千円千円

98,000△2,000100,000１．使 用 料 及 び
　　手 数 料

98,000△2,000100,000１．使 用 料

235,1582,000233,158２．繰 入 金

235,1582,000233,158１．一般会計繰入金

333,200−333,200歳　　入　　合　　計

平成25年度奈良市後期高齢者　　
医療特別会計補正予算（第１号）

　平成25年度奈良市の後期高齢者医療特別会計補正予算
（第１号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ

7,554千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ4,862,446千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表
　歳入歳出予算補正」による。

計補　正　額補正前の額項款
千円千円千円

745,634△7,554753,188３．繰 入 金

745,634△7,554753,188１．一般会計繰入金

4,862,446△7,5544,870,000歳　　入　　合　　計

第１表　歳入歳出予算補正
　歳　入

　歳　出

計補　正　額補正前の額項款
千円千円千円

4,610,326△7,5544,617,880２．後期高齢者医療
　　広域連合納付金

4,610,326△7,5544,617,880１．後期高齢者医療
　　広域連合納付金

4,862,446△7,5544,870,000歳　　出　　合　　計

平成25年度奈良市病院事業会計
補正予算（第２号）　　　　　

（総則）
第１条　平成25年度奈良市病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。
（収益的収入及び支出）
第２条　平成25年度奈良市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、
次のとおり補正する。
　　　　（科　　　目）　　　　　（既決予定額）　　（補正予定額）　　　（計）
　　　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　入
　第１款　病院事業収益 606,235千円 　12,058千円 618,293千円
　　第２項　医業外収益 471,450千円 　9,378千円 480,828千円
　　第３項　看護師養成事業収益 53,800千円 　2,680千円 56,480千円
　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　　　　　出
　第１款　病院事業費用 572,400千円 　12,058千円 584,458千円
　　第１項　医業費用 493,643千円 　9,378千円 503,021千円
　　第３項　看護師養成事業費用 53,800千円 　2,680千円 56,480千円
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第３条　予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。
　　　　（科　　　目）　　　　　（既決予定額）　　（補正予定額）　　　（計）
　　敢　職員給与費 51,587千円 　△85千円 51,502千円
（他会計からの補助金）
第４条　予算第10条中「101,673千円」を「102,173千円」に改める。
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平成25年度奈良市都祁水道事業会計
補正予算（第４号）　　　　　　　

（総則）
第１条　平成25年度奈良市都祁水道事業会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。
（収益的支出）
第２条　平成25年度奈良市都祁水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のと
おり補正する。
　　　　（科　　　目）　　　　　（既決予定額）　　（補正予定額）　（計）
　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　　　　　出
　第１款　水道事業費用 370,714千円 30,171千円 400,885千円
　　第１項　営　業　費　用 289,005千円 30,171千円 319,176千円

平成25年度奈良市月ヶ瀬簡易水道
事業会計補正予算（第２号）　　

（総則）
第１条　平成25年度奈良市月ヶ瀬簡易水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。
（収益的支出）
第２条　平成25年度奈良市月ヶ瀬簡易水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を
次のとおり補正する。
　　　　（科　　　目）　　　　　（既決予定額）　　（補正予定額）　（計）
　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　　　　　出
　第１款　簡易水道事業費用 77,247千円 6,648千円 83,895千円
　　第１項　営業費用 68,432千円 6,648千円 75,080千円

（平成26年３月24日掲示済）
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